
 
 

 

 

 

 

平成 21年７月 31日 

 

平成 21年度第２期 行政評価等計画 

 

 

総務省行政評価局は、「行政評価等プログラム」を策定し、これに基づき、政策評価及び行政

評価・監視を重点的かつ計画的に実施しています。 

 政策評価及び行政評価・監視については、１年を第１期から第３期までの３期に分けて期ご

とに調査に着手することとしており、今回は、平成 21 年度第２期（平成 21 年８月から）の計

画について公表します。 

 
 

計  画  名 主要調査対象 

① 製品の安全対策に関する行政評価・監視 

内閣府、国家公安委員会(警察庁)、消費者

庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、 

経済産業省、国土交通省 

② 気象行政評価・監視 内閣府、総務省、国土交通省･気象庁 

③ ホームページのバリアフリー化の推進に関す

る調査 
全府省 

 

参考：「平成 21年度第２期 行政評価等計画」＜ポイント＞ 

 

 

 
 
 

※ 計画に関するお問い合わせは、別添の「連絡先」又は以下の総務省ＨＰまでお願いします。 

  https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html�
/main_content/000032882.pdf


① 製品の安全対策に関する行政評価・監視 
 

○ 調査の背景 

消費生活用製品安全法（昭和 48 年法律第 31 号）等のいわゆる製品安全４法（注）では、消費者

が日常生活で使用する製品で、消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認

められるもの等について、必要な技術上の基準を定めるとともに、各法に基づく表示が付された技

術基準適合製品以外の販売の禁止等の規制が設けられている。 

（注）電気用品安全法（昭和 36 年法律第 234 号）、ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）、液化石油ガスの保

安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）を含む４法をいう。 

平成 18 年に明らかになった瞬間湯沸かし器の不具合による一酸化炭素中毒死の事故等を踏まえ、

消費生活用製品安全法が一部改正され、19年５月から、製造・輸入事業者に対し、製品事故に関す

る情報の収集、当該情報の消費者への提供、重大製品事故の関係府省への報告等が義務付けられて

いる。 

重大製品事故の報告件数は、平成 19年度 1,190件から 20年度 1,412 件に増加しており、計 2,602

件のうちリコール対象製品による事故は 332 件であった。また、製品安全対策について、関係機関

における製品事故の把握や原因究明の迅速化、製品事故に関する消費者への十分な情報提供、事故

製品の着実な回収などの課題が指摘されている。 

このような中で、平成 21年５月 29日、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成 21年法律第 48号)

が成立し、同年９月に消費者庁等が設置される予定となっており、製品の安全対策を含め、消費者

が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けての取組が進められようと

している。 

本行政評価・監視では、これらの状況を踏まえ、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営む

ことができる社会を実現するため、消費生活用製品による消費者の生命又は身体に対する危害の防

止を図る観点から、行政機関等における製品安全対策の実施状況を調査し、関係行政の改善に資す

るものである。 

 

○ 主要調査項目と調査の視点 

１ 製品事故等に関する情報収集の実施状況 

国の製品事故等の情報の収集及び当該収集に係る関係機関との連携状況を調査 

２ 製品事故等の原因究明の実施状況 

国及び製造・輸入事業者における製品事故等の原因究明の実施状況を調査 

３ 製品事故等に関する情報の消費者への提供状況 

国及び製造・輸入事業者における消費者への製品事故等の情報の提供状況を調査 

４ 事故製品の回収等危害の発生・拡大防止措置の実施状況 

製造・輸入事業者の事故製品の回収及び当該回収に対する国の対応状況を調査 

 

○ 主要調査対象 

［調査対象機関］   内閣府、国家公安委員会(警察庁)、消費者庁、総務省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省 

［関連調査等対象機関］都道府県、市町村、関係団体（事業者、消費者団体）等 
 
 



○ 参考数字等 

［平成 19年度及び 20年度における重大製品事故報告の受付件数］ 

2,602 件（うち、死亡 131件、重傷 485件、後遺障害 9件、一酸化炭素中毒 33件 等） 

［ＮＩＴＥによる製品事故の原因究明の実施状況（平成 19年度末時点）］ 

事故情報の受付件数（平成 17年度～19年度累計） ：11,529 件 

うち、調査中の件数              ： 4,308 件 

 
○ 連絡先：財務、経済産業等担当評価監視官［平野］電話（直通） ：０３－５２５３－５４３３ 

ＦＡＸ     ：０３－５２５３－５４３６ 

 



② 気象行政評価・監視 

 

○ 調査の背景 

国は、国民の生命、身体及び財産を守るため、台風・大雨や地震・火山など国民の安全・安心にかか

わる気象の情報を正確かつ迅速に提供する役割を果たす必要があり、このため、ⅰ）気象観測に関する

関係機関間の連携等による観測データの活用、ⅱ）気象観測環境の適正化等による観測・予測精度の向

上、ⅲ）各種警報等の提供体制の整備等が重要となっている。 
 一方、気象庁では、観測や情報発表に関係するミスが相次いだことから、「気象庁業務信頼性向上対策

要綱」（平成 20年 10月 1日気象庁業務信頼性向上対策本部決定）を策定し、全庁的に、観測・情報提供

システム等の管理の強化や、人為的ミスの防止等による信頼性の向上を図るための対策に取り組んでい

るところである。しかし、依然として同システム等の障害が発生するなどの状況がみられる。 
   また、気象情報の提供など様々なサービスを行う民間気象事業者が増加し、気象情報や予報と結び付

けた商品開発など新たな事業が展開されており、民間気象事業者のニーズに対応した気象庁の情報提供

の在り方等についての検証が必要となっている。 
   さらに、気象庁にあっては、気象観測等を行うため、全国に管区気象台、地方気象台等を設置し、観

測・予報業務の機械化・自動化が進められており、業務等の効率化が求められている。 
   この行政評価・監視は、気象庁における気象業務の実施状況、民間気象事業者等の業務運営の状況等

を調査し、関係行政の改善に資するために実施するものである。 
 

○ 主要調査項目と調査の視点 

１ 気象庁の業務の実施状況 
    気象、地震及び火山の観測・予報等の業務の実施状況等を調査 

２ 民間気象事業者等の業務運営の状況等 
     民間気象事業者のニーズへの対応状況等を調査 
 ３ 気象庁の業務の実施体制 

   地方気象台等の業務等を調査 

 

○ 主要調査対象 

［調査対象機関］   内閣府、総務省、国土交通省・気象庁 

［関連調査等対象機関］都道府県、市町村、民間気象事業者、関係団体等 

 

○ 参考数字等 

［気象庁・アメダス観測地点 1,000地点当たりの１時間降水量 50㎜以上の発生回数］ 

昭和 51年～昭和 61年平均：160回 → 平成 10年～平成 20年平均：239回 （約 1.5 倍） 

［予報業務許可事業者数］ 

平成 15年度：55 事業者 → 平成 20年度：111事業者 （約２倍） 

［気象予報士数］ 

  平成 15年度：4,793人 → 平成 20年度：7,077 人 （約 1.5倍） 

   

○ 連絡先：国土交通担当評価監視官［安原］ 電話(直通)  ：０３－５２５３－５４５４ 

ＦＡＸ      ：０３－５２５３－５４５７ 

 

 



③ ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査 

 

○ 調査の背景 

我が国のインターネット利用者数は、平成９年末の推計 1,155 万人（人口普及率 9.2％）から 20 年末

には推計 9,091万人（同 75.3％）に増加している。また、各府省のポータルサイト（入口ホームページ）

である「電子政府の総合窓口」のアクセス件数は、平成 16 年度の約 3,200 万件から 20 年度には約１億

8,000万件と大幅に増加しており、行政機関による情報提供の手段の一つとしてホームページの果たす役

割は大きくなっている。 

インターネットは、高齢者・障害者等にとっても重要な情報入手の手段であるとともに、就労や社会参

加にもつながっているなど、生活の上で大きな役割を果たすことが期待されている。一方、これらを利用

できる人とできない人、取り分け年齢的・身体的条件による情報格差（いわゆるデジタル・ディバイド）

の解消が課題となっている。このような中、ウェブコンテンツ（ホームページ上の掲載情報）の企画・設

計等を行う際に高齢者・障害者等に配慮すべき指針として日本工業規格 JIS X 8341-3が平成 16年に策定

され、「電子政府推進計画」（平成 18年８月 31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。平成 20年

12月 25日一部改定）において、各府省は、同規格を踏まえたホームページの作成等を進め、すべての人々

にとって利用しやすく、分かりやすい行政情報の電子的提供に努めることとされている。また、近年、高

齢者・障害者等がホームページを利用できるよう、コンピュータ画面の音声読み上げ、文字サイズの拡大、

画面の配色変更などの支援技術の開発が進んできている。 

しかしながら、障害者団体や研究者からは、各府省のホームページの中には、依然として、ウェブコン

テンツの企画・設計等に当たって高齢者・障害者等への配慮が十分でなく、支援技術が十分に利用できな

いものがあるとの指摘がある。 

各府省のホームページをすべての人々が利用できるようにすること（バリアフリー化）は、「質の行政

改革」の観点からも重要なものとなっている。 

この調査は、各府省におけるホームページのバリアフリー化の推進を図る観点から、高齢者・障害者等

に配慮したホームページの作成状況、ホームページの運営体制等を調査し、関係行政の改善に資するため

に実施するものである。 

 

○ 主要調査項目と調査の視点 

１ 高齢者・障害者等に配慮したホームページの作成状況 
日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービ

ス－第３部：ウェブコンテンツ」（JIS X 8341-3）等への対応状況 
２ ホームページの運営体制等の整備状況 

    ホームページの制作体制、運営方針等の策定状況、バリアフリーに対応したホームページの作成方法

に関する周知・指導状況及び研修の実施状況、利用者からのホームページに対するバリアフリーに関す

る意見・要望への対応状況等 

 

○ 主要調査対象 

全府省 

 

○ 参考数字等 

・ 電子政府の総合窓口からの各府省ホームページ検索件数（総務省行政管理局の資料に基づく） 

平成 16年度：約 506 万件、平成 20年度：約 893万件 



・ 視覚障害者、聴覚・言語障害者、肢体不自由者数の推計値（厚生労働省「平成 18年身体障害児・者

実態調査」に基づく） 

平成 13年度：約 239 万 6,000人、平成 18年度：約 241万 3,000人 

  ・ 身体障害者におけるインターネットの利用状況（総務省「障がいのある方々のインターネット等の

利用に関する調査報告書」（平成 15年６月）に基づく） 

    視覚障害：69.7％、聴覚障害：81.1％、肢体不自由：43.6％、 

 

○ 連絡先：総務課地方業務室長［田名邊(たなべ)］電話(直通)    ：０３－５２５３－５４１３ 

ＦＡＸ       ：０３－５２５３－５４１８ 

 


